
 

 

（ 別 紙 ２ ） 

○ 指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 11 年老企第 22 号）（抄） 

（傍線の部分は改正部分） 

改        正        後 改        正        前 

第１ 基準の性格 

  １   (略) 

 

２ 指定居宅介護支援の事業を行う者又は行おうとする者

が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定居宅介護

支援事業者の指定又は更新は受けられず、また、基準に違

反することが明らかになった場合には、①相当の期限を定

めて基準を遵守する勧告を行い、②相当の期限内に勧告に

従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該

勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、当該

勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期限を定め

て当該勧告に係る措置をとるよう命令することができる

ものであること。ただし、③の命令をした場合には事業者

名、命令に至った経緯等を公表しなければならない。なお、

③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、

又は取り消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部

若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが

行われていることが判明した場合、当該サービスに関する

介護報酬の請求を停止させる）ができる。ただし、次に掲

げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなった

ものとして、指定の全部若しくは一部の停止又は直ちに取

り消すことができるものであること。 

① 指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、居宅サー

第１ 基準の性格 

  １   (略) 

 

２ 基準第一章から第三章までを満たさない場合には、指定

居宅介護支援事業者の指定は受けられず、また、運営開始

後、基準に違反することが明らかになった場合は、都道府

県知事の指導等の対象となり、この指導等に従わない場合

には、当該指定を取り消すことができるものである。ただ

し、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができ

なくなったものとして、直ちに取り消すことができるもの

であること。 

① 指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、居宅サー

ビス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の

居宅サービス事業者等によるサービスを利用させること

の対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その

他の財産上の利益を収受したときその他の自己の利益を

図るために基準に違反したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれ

があるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反が

あったとき 

 

 



 

 

ビス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定

の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させる

ことの対償として、当該居宅サービス事業者等から金

品その他の財産上の利益を収受したときその他の自己

の利益を図るために基準に違反したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれ

があるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反が

あったとき 

 

  ３ 運営に関する基準に従って事業の運営をすることがで

きなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定

める期間の経過後に再度当該事業者から指定の申請がな

された場合には、当該事業者が運営に関する基準を遵守す

ることを確保することに特段の注意が必要であり、その改

善状況等が十分に確認されない限り指定を行わないもの

とする。 

 

４ （略） 

 

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準 

  １ 基本方針 

    介護保険制度においては、要介護者である利用者に対

し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置かれて

いる環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅

サービス等が、多様なサービス提供主体により総合的か

つ効率的に提供されるよう、居宅介護支援を保険給付の

対象として位置づけたものであり、その重要性に鑑み、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３ 運営に関する基準に従って事業の運営をすることがで

きなくなったことを理由として指定が取り消された直後

に再度当該事業者から指定の申請がなされた場合には、当

該事業者が運営に関する基準を遵守することを確保する

ことに特段の注意が必要であり、その改善状況等が十分に

確認されない限り指定を行わないものとする。 

 

 

４ （略） 

 

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準 

  １ 基本方針 

    介護保険制度においては、要介護者及び要支援者（以下

「要介護者等」という。）である利用者に対し、個々の解

決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応

じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サービス等が、多

様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供さ

れるよう、居宅介護支援を保険給付の対象として位置づけ



 

 

保険給付率についても特に 10 割としているところであ

る。 

    基準第１条第１項は、「在宅介護の重視」という介護保

険制度の基本理念を実現するため、指定居宅介護支援の

事業を行うに当たってのもっとも重要な基本方針とし

て、利用者からの相談、依頼があった場合には、利用者

自身の立場に立ち、常にまず、その居宅において日常生

活を営むことができるように支援することができるかど

うかという視点から検討を行い支援を行うべきことを定

めたものである。 

    このほか、指定居宅介護支援の事業の基本方針として、

介護保険制度の基本理念である、高齢者自身によるサー

ビスの選択、保健・医療・福祉サービスの総合的、効率

的な提供、利用者本位、公正中立等を掲げている。介護

保険の基本理念を実現する上で、指定居宅介護支援事業

者が極めて重要な役割を果たすことを求めたものであ

り、指定居宅介護支援事業者は、常にこの基本方針を踏

まえた事業運営を図らなければならない。 

 

  ２ （略） 

    (1) 介護支援専門員の員数 

      介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに

必ず１人以上を常勤で置くこととされており、常勤の

考え方は(3)の①のとおりである。常勤の介護支援専門

員を置くべきこととしたのは、指定居宅介護支援事業

所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者から

の相談等に対応できる体制を整えている必要があると

いう趣旨であり、介護支援専門員がその業務上の必要

性から、又は他の業務を兼ねていることから、当該事

たものであり、その重要性に鑑み、保険給付率についても

特に 10 割としているところである。 

    基準第１条第１項は、「在宅介護の重視」という介護保

険制度の基本理念を実現するため、指定居宅介護支援の事

業を行うに当たってのもっとも重要な基本方針として、利

用者からの相談、依頼があった場合には、利用者自身の立

場に立ち、常にまず、その居宅において日常生活を営むこ

とができるように支援することができるかどうかという

視点から検討を行い支援を行うべきことを定めたもので

ある。 

    このほか、指定居宅介護支援の事業の基本方針として、

介護保険制度の基本理念である、高齢者自身によるサービ

スの選択、保健・医療・福祉サービスの総合的、効率的な

提供、利用者本位、公正中立等を掲げている。介護保険の

基本理念を実現する上で、指定居宅介護支援事業者が極め

て重要な役割を果たすことを求めたものであり、指定居宅

介護支援事業者は、常にこの基本方針を踏まえた事業運営

を図らなければならない。 

 

  ２ （略） 

    (1) 介護支援専門員の員数 

      介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに必

ず１人以上を常勤で置くこととされており、常勤の考え

方は(3)の①のとおりである。常勤の介護支援専門員を

置くべきこととしたのは、指定居宅介護支援事業所の営

業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等

に対応できる体制を整えている必要があるという趣旨

であり、介護支援専門員がその業務上の必要性から、又

は他の業務を兼ねていることから、当該事業所に不在と



 

 

業所に不在となる場合であっても、管理者、その他の

従業者等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連

絡が取れる体制としておく必要がある。 

      なお、介護支援専門員については、他の業務との兼

務を認められているところであるが、これは、居宅介

護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉す

る者により併せて行われることが効果的であるとされ

る場合もあることに配慮したものである。 

      また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の

数 35 人に対して１人を標準とするものであり、利用者

の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが

望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員に

ついては非常勤とすることを妨げるものではない。 

      また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務

との兼務については、介護保険施設に置かれた常勤専

従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないも

のであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービ

ス事業の業務を指すものではない。 

    (2) 管理者 

      指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、介護

支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常

勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管

理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する

場合（その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に

支障がない場合に限る。）は必ずしも専ら管理者の職務

に従事する常勤の者でなくても差し支えないこととさ

れている。この場合、同一敷地内にある他の事業所と

は、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限

なる場合であっても、管理者、その他の従業者等を通じ、

利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制と

しておく必要がある。 

      なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務

を認められているところであるが、これは、居宅介護支

援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者に

より併せて行われることが効果的であるとされる場合

もあることに配慮したものである。 

      また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数

50 人に対して１人を標準とするものであり、利用者の

数が 50 人又はその端数を増すごとに増員することが望

ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員につい

ては非常勤とすることを妨げるものではない。 

      また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務と

の兼務については、介護保険施設に置かれた常勤専従の

介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであ

り、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の

業務を指すものではない。 

    (2) 管理者 

      指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、専らそ

の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該

指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従

事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所

の職務に従事する場合（その管理する指定居宅介護支援

事業所の管理に支障がない場合に限る。）はこの限りで

ないこととされている。この場合、同一敷地内にある他

の事業所とは、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事

業所に限るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、

診療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅



 

 

るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療

所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介

護支援事業所の管理に支障がない限り認められるもの

である。 

      指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護

支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申

込等に対応できる体制を整えている必要があるもので

あり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その

業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であ

っても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管

理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。 

      また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪

問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般

的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪

問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の

場合には、支障がないと認められる場合もありうる。

また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護

支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者

等との兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設

の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められない

ものである。 

    (3) （略） 

    

  ３ （略） 

    (1)・(2) （略） 

    (3) 要介護認定の申請に係る援助 

      ① 基準第８条第１項は、法第 27 条第１項に基づき、

被保険者が居宅介護支援事業者に要介護認定の申請

に関する手続きを代わって行わせることができるこ

介護支援事業所の管理に支障がない限り認められるも

のである。 

      指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護支

援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込等

に対応できる体制を整えている必要があるものであり、

管理者が介護支援専門員を兼務していて、その業務上の

必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、そ

の他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が

取れる体制としておく必要がある。 

      また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問

サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般的

には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪問サ

ービスに従事する勤務時間が限られている職員の場合

には、支障がないと認められる場合もありうる。また、

併設する事業所に原則として常駐する老人介護支援セ

ンターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼

務は可能と考えられる。なお、介護保険施設の常勤専従

の介護支援専門員との兼務は認められないものである。 

 

 

 

    (3) （略） 

 

  ３ （略） 

    (1)・(2) （略） 

    (3) 要介護認定等の申請に係る援助 

      ① 基準第８条第１項は、法第 27 条第１項及び第 32 条

第１項に基づき、被保険者が居宅介護支援事業者に要

介護認定等の申請に関する手続きを代わって行わせ



 

 

と等を踏まえ、被保険者から要介護認定の申請の代

行を依頼された場合等においては、居宅介護支援事

業者は必要な協力を行わなければならないものとし

たものである。 

      ② 同条第２項は、要介護認定の申請がなされていれ

ば、要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、

指定居宅介護支援の利用に係る費用が保険給付の対

象となり得ることを踏まえ、指定居宅介護支援事業

者は、利用申込者が要介護認定を受けていないこと

を確認した場合には、要介護認定の申請が既に行わ

れているかどうかを確認し、申請が行われていない

場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに

当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければ

ならないこととしたものである。 

      ③ 同条第３項は、要介護認定の有効期間が付されて

いるものであることを踏まえ、指定居宅介護支援事

業者は、要介護認定の有効期間を確認した上、要介

護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受

けている要介護認定の有効期間が終了する１月前に

はなされるよう、必要な援助を行わなければならな

いこととしたものである。 

  (4) 身分を証する書類の携行 

      基準第９条は、利用者が安心して指定居宅介護支援

の提供を受けられるよう、指定居宅介護支援事業者が、

当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に介護

支援専門員証を携行させ、初回訪問時及び利用者又は

その家族から求められたときは、これを提示すべき旨

を指導するべきこととしたものである。また、当分の

間、介護支援専門員証に写真を貼付しないことができ

ることができること等を踏まえ、被保険者から要介護

認定等の申請の代行を依頼された場合等においては、

居宅介護支援事業者は必要な協力を行わなければな

らないものとしたものである。 

      ② 同条第２項は、要介護認定等の申請がなされていれ

ば、要介護認定等の効力が申請時に遡ることにより、

指定居宅介護支援の利用に係る費用が保険給付の対

象となり得ることを踏まえ、指定居宅介護支援事業者

は、利用申込者が要介護認定等を受けていないことを

確認した場合には、要介護認定等の申請が既に行われ

ているかどうかを確認し、申請が行われていない場合

は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行わなければならな

いこととしたものである。 

      ③ 同条第３項は、要介護認定等の有効期間が付されて

いるものであることを踏まえ、指定居宅介護支援事業

者は、要介護認定等の有効期間を確認した上、要介護

認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けて

いる要介護認定等の有効期間が終了する１月前には

なされるよう、必要な援助を行わなければならないこ

ととしたものである。 

  (4) 身分を証する書類の携行 

      基準第９条は、利用者が安心して指定居宅介護支援の

提供を受けられるよう、指定居宅介護支援事業者が、当

該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を

証する証書や名刺等を携行させ、初回訪問時及び利用者

又はその家族から求められたときは、これを提示すべき

旨を指導するべきこととしたものである。当該証書等に

は、当該指定居宅介護支援事業所の名称、当該介護支援



 

 

るとされたものである。 

 

 

 

   (5) 利用料等の受領 

      ① 基準第 10 条第１項は、利用者間の公平及び利用者

の保護の観点から、保険給付がいわゆる償還払いと

なる場合と、保険給付が利用者に代わり指定居宅介

護支援事業者に支払われる場合（以下「代理受領が

なされる場合」という。）の間で、一方の経費が他方

へ転嫁等されることがないよう、償還払いの場合の

指定居宅介護支援の利用料の額と、居宅介護サービ

ス計画費の額(要するに、代理受領がなされる場合の

指定居宅介護支援に係る費用の額)との間に、不合理

な差額を設けてはならないこととするとともに、こ

れによって、償還払いの場合であっても原則として

利用者負担が生じないこととする趣旨である。 

 

      ②・③ （略） 

    (6) （略） 

    (7) （略） 

      ①～③ （略） 

   ④ 総合的な居宅サービス計画の作成（第４号） 

        居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支

援する観点に立って作成されることが重要である。こ

のため、居宅サービス計画の作成又は変更に当たって

は、利用者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給

付等対象サービス以外の、例えば、市町村保健師等が

居宅を訪問して行う指導等の保健サービス、老人介護

専門員の氏名を記載した上、写真を貼付したものとする

ことが望ましい。なお、当該介護支援専門員は、当該証

書等に併せて都道府県知事が発行する携帯用介護支援

専門員登録証明書を携行するものとする。 

   (5) 利用料等の受領 

      ① 基準第 10 条第１項は、利用者間の公平及び利用者

の保護の観点から、保険給付がいわゆる償還払いとな

る場合と、保険給付が利用者に代わり指定居宅介護支

援事業者に支払われる場合（以下「代理受領がなされ

る場合」という。）の間で、一方の経費が他方へ転嫁

等されることがないよう、償還払いの場合の指定居宅

介護支援の利用料の額と、居宅介護サービス計画費又

は居宅支援サービス計画費の額(要するに、代理受領

がなされる場合の指定居宅介護支援に係る費用の額)

との間に、不合理な差額を設けてはならないこととす

るとともに、これによって、償還払いの場合であって

も原則として利用者負担が生じないこととする趣旨

である。 

      ②・③ （略） 

    (6) （略） 

    (7) （略） 

      ①～③ （略） 

   ④ 総合的な居宅サービス計画の作成（第４号） 

        居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援

する観点に立って作成されることが重要である。この

ため、居宅サービス計画の作成又は変更に当たって

は、利用者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給

付等対象サービス以外の、例えば、市町村保健師等が

居宅を訪問して行う指導・教育等の保健サービス、老



 

 

支援センターにおける相談援助及び市町村が一般施

策として行う配食サービス、寝具乾燥サービスや当該

地域の住民による見守り、配食、会食などの自発的な

活動によるサービス等、更には、こうしたサービスと

併せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス、

はり師・きゅう師による施術、保健師・看護師・柔道

整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練など

も含めて居宅サービス計画に位置付けることにより

総合的な計画となるよう努めなければならない。 

     なお、介護支援専門員は、当該日常生活全般を支

援する上で、利用者の希望や課題分析の結果を踏ま

え、地域で不足していると認められるサービス等につ

いては、介護給付等対象サービスであるかどうかを問

わず、当該不足していると思われるサービス等が地域

において提供されるよう関係機関等に働きかけてい

くことが望ましい。 

 

   ⑤～⑧ （略） 

      ⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取

（第９号） 

        介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高

い居宅サービス計画とするため、各サービスが共通

の目標を達成するために具体的なサービスの内容と

して何ができるかなどについて、居宅サービス計画

原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者から

なるサービス担当者会議の開催により、利用者の状

況等に関する情報を当該担当者と共有するととも

に、専門的な見地からの意見を求め調整を図ること

が重要である。また、やむを得ない理由がある場合

人介護支援センターにおけるソーシャルワーク及び

市町村が一般施策として行う配食サービス、寝具乾燥

サービスや当該地域の住民による見守り、配食、会食

などの自発的な活動によるサービス等、更には、こう

したサービスと併せて提供される精神科訪問看護等

の医療サービス、はり師・きゅう師による施術、保健

師・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師に

よる機能訓練なども含めて居宅サービス計画に位置

付けることにより総合的な計画となるよう努めなけ

ればならない。 

     なお、介護支援専門員は、当該日常生活全般を支援

する上で、利用者の希望や課題分析の結果を踏まえ、

地域で不足していると認められるサービス等につい

ては、介護給付等対象サービスであるかどうかを問わ

ず、当該不足していると思われるサービス等が地域に

おいて提供されるよう関係機関等に働きかけていく

ことが望ましい。 

   ⑤～⑧ （略） 

      ⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取（第

９号） 

        介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い

居宅サービス計画とするため、各サービスが共通の目

標を達成するために具体的なサービスの内容として

何ができるかなどについて、居宅サービス計画原案に

位置付けた指定居宅サービス等の担当者からなるサ

ービス担当者会議の開催又は当該担当者への照会等

により、専門的な見地からの意見を求め調整を図るこ

とが重要である。また、介護支援専門員は、利用者の

状態を分析し、複数職種間で直接に意見調整を行う必



 

 

については、サービス担当者に対する照会等により

意見を求めることができるものとしているが、この

場合にも、緊密に相互の情報交換を行うことにより、

利用者の状況等についての情報や居宅サービス計画

原案の内容を共有できるようにする必要がある。な

お、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、

開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由

により、サービス担当者会議への参加が得られなか

った場合、居宅サービス計画の変更であって、利用

者の状態に大きな変化が見られない等における軽微

な変更の場合等が想定される。 

        なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担

当者への照会内容について記録するとともに、基準

第 29 条の第２項の規定に基づき、当該記録は、２年

間保存しなければならない。 

      ⑩～⑫ （略） 

      ⑬ モニタリングの実施（第 13 号） 

        介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、

居宅サービス計画の作成後においても、利用者及び

その家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等

との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サ

ービス事業者等の担当者との連携により、モニタリ

ングが行われている場合においても、特段の事情の

ない限り、少なくとも１月に１回は利用者の居宅で

面接を行い、かつ、少なくとも１月に１回はモニタ

リングの結果を記録することが必要である。 

        また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、

利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することがで

きない場合を主として指すものであり、介護支援専

要の有無について十分見極める必要があるものであ

る。 

        なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当

者への照会内容について記録するとともに、基準第

29 条の第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間

保存しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ⑩～⑫ （略） 

      ⑬ モニタリングの実施（第 13 号） 

        介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、居

宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその

家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等との連

絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サービス事

業者等の担当者との連携により、モニタリングが行わ

れている場合においても、特段の事情のない限り、少

なくとも１月に１回は利用者の居宅で面接を行い、か

つ、少なくとも３月に１回はモニタリングの結果を記

録することが必要である。 

        また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、

利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができ

ない場合を主として指すものであり、介護支援専門員



 

 

門員に起因する事情は含まれない。 

        さらに、当該特段の事情がある場合については、

その具体的な内容を記録しておくことが必要であ

る。 

        なお、基準第 29 条第２項の規定に基づき、モニタ

リングの結果の記録は、２年間保存しなければなら

ない。 

      ⑭ 居宅サービス計画の変更の必要性についてのサー

ビス担当者会議等による専門的意見の聴取（第14号）

        介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変

更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合には、

サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計

画の変更の必要性について、担当者から、専門的な

見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむ

を得ない理由がある場合については、サービス担当

者に対する照会等により意見を求めることができる

ものとする。なお、ここでいうやむを得ない理由が

ある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービ

ス担当者の事由により、サービス担当者会議への参

加が得られなかった場合等が想定される。 

        当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者へ

の照会内容については記録するとともに、基準第 29

条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存

しなければならない。 

        また、上記の担当者からの意見により、居宅サー

ビス計画の変更の必要がない場合においても、記録

の記載及び保存について同様である。 

      ⑮～⑯ （略） 

      ⑰ 介護保険施設との連携（第 17 号） 

に起因する事情は含まれない。 

        さらに、当該特段の事情がある場合については、そ

の具体的な内容を記録しておくことが必要である。 

        なお、基準第 29 条第２項の規定に基づき、モニタ

リングの結果の記録は、２年間保存しなければならな

い。 

 

      ⑭ 居宅サービス計画の変更の必要性についてのサー

ビス担当者会議等による専門的意見の聴取（第 14 号） 

        介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更

の認定を受けた場合など本号に掲げる場合には、サー

ビス担当者会議の開催、担当者に対する照会等によ

り、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当

者から、専門的な見地からの意見を求めるものとす

る。 

        当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者へ

の照会内容については記録するとともに、基準第 29

条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存し

なければならない。 

        また、上記の担当者からの意見により、居宅サービ

ス計画の変更の必要がない場合においても、記録の記

載及び保存について同様である。 

 

 

 

 

 

      ⑮～⑯ （略） 

      ⑰ 介護保険施設との連携（第 17 号） 



 

 

        介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は

退所しようとする要介護者から居宅介護支援の依頼

があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行

できるよう、あらかじめ、居宅での生活における介

護上の留意点等の情報を介護保険施設等の従業者か

ら聴取する等の連携を図るとともに、居宅での生活

を前提とした課題分析を行った上で居宅サービス計

画を作成する等の援助を行うことが重要である。 

      ⑱ （略） 

      ⑲ 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の居宅サ

ービス計画への位置付け（第 20 号） 

        短期入所生活介護及び短期入所療養介護（以下「短

期入所サービス」という。）は、利用者の自立した日

常生活の維持のために利用されるものであり、指定

居宅介護支援を行う介護支援専門員は、短期入所サ

ービスを位置付ける居宅サービス計画の作成に当た

って、利用者にとってこれらの居宅サービスが在宅

生活の維持につながるように十分に留意しなければ

ならないことを明確化したものである。 

        この場合において、短期入所サービスの利用日数

に係る「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超

えない」という目安については、居宅サービス計画

の作成過程における個々の利用者の心身の状況やそ

の置かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅

生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用す

ることが可能であり、要介護認定の有効期間の半数

の日数以内であるかについて機械的な適用を求める

ものではない。 

        従って、利用者の心身の状況及び本人、家族等の

        介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退

所しようとする要介護者等から居宅介護支援の依頼

があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行で

きるよう、あらかじめ、居宅での生活における介護上

の留意点等の情報を介護保険施設等の従業者から聴

取する等の連携を図るとともに、居宅での生活を前提

とした課題分析を行った上で居宅サービス計画を作

成する等の援助を行うことが重要である。 

      ⑱ （略） 

      ⑲ 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の居宅サ

ービス計画への位置付け（第 20 号） 

        短期入所生活介護及び短期入所療養介護（以下「短

期入所サービス」という。）は、利用者の自立した日

常生活の維持のために利用されるものであり、指定居

宅介護支援を行う介護支援専門員は、短期入所サービ

スを位置付ける居宅サービス計画の作成に当たって、

利用者にとってこれらの居宅サービスが在宅生活の

維持につながるように十分に留意しなければならな

いことを明確化したものである。 

        この場合において、短期入所サービスの利用日数に

係る「要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超え

ない」という目安については、居宅サービス計画の作

成過程における個々の利用者の心身の状況やその置

かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の

維持のための必要性に応じて弾力的に運用すること

が可能であり、要介護認定等の有効期間の半数の日数

以内であるかについて機械的な適用を求めるもので

はない。 

        従って、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意



 

 

意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービス

の利用が特に必要と認められる場合においては、こ

れを上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス

計画に位置付けることも可能である。 

      ⑳ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービ

ス計画への反映（第 21 号・22 号） 

        福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については、

その特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、その

必要性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の

自立支援は大きく阻害されるおそれがあることか

ら、検討の過程を別途記録する必要がある。 

        このため、介護支援専門員は、居宅サービス計画

に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置付ける

場合には、サービス担当者会議を開催し、当該計画

に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が必要な理由

を記載しなければならない。 

        なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計

画作成後少なくとも６月に 1 回はサービス担当者会

議を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を受

ける必要性について専門的意見を聴取するとともに

検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある

場合には、その理由を再び居宅サービス計画に記載

しなければならない。 

        また、福祉用具貸与については以下の項目につい

て留意することとする。 

       ア 介護支援専門員は、経過的要介護又は要介護１

の利用者（以下「軽度者」という。）の居宅サー

ビス計画に指定福祉用具貸与を位置付ける場合に

は、「厚生労働大臣が定める者等」（平成１２年厚

向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスの利

用が特に必要と認められる場合においては、これを上

回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に

位置付けることも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

生省告示第２３号）第１９号のイで定める状態像

の者であることを確認するため、当該軽度者の「要

介護認定等基準時間の推計の方法」（平成１２年

厚生省告示第９１号）別表第１の調査票について

必要な部分（実施日時、調査対象者等の時点の確

認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回

答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）の

写し（以下「調査票の写し」という。）を市町村

から入手しなければならない。 

         ただし、当該軽度者がこれらの結果を介護支

援専門員へ提示することに、あらかじめ同意し

ていない場合については、当該軽度者の調査票

の写しを本人に情報開示させ、それを入手しな

ければならない。 

       イ 介護支援専門員は、当該軽度者の調査票の写し

を指定福祉用具貸与事業者へ提示することに同意

を得たうえで、市町村より入手した調査票の写し

について、その内容が確認できる文書を指定福祉

用具貸与事業者へ送付しなければならない。 

         なお、介護保険法等の一部を改正する法律（平

成１７年法律第７７号）第３条の施行の日（以下

「施行日」という。）前に対象外種目に係る指定福

祉用具貸与を受けていた者については、軽度者で

「厚生労働大臣が定める者等」（平成１２年厚生

省告示第２３号）第１９号のイで定める状態像の

者でなくとも、施行日から起算して６月を超えな

い期間において、対象外種目に係る指定福祉用具

貸与を受けることができることとされている。 

      ○21  認定審査会意見等の居宅サービス計画への反映

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ⑳ 認定審査会意見等の居宅サービス計画への反映（第



 

 

（第 23 号） 

        指定居宅サービス事業者は、法第 73 条第２項の規

定に基づき認定審査会意見が被保険者証に記されて

いるときは、当該意見に従って、当該被保険者に当

該指定居宅サービスを提供するように努める必要が

あり、介護支援専門員は、利用者が提示する被保険

者証にこれらの記載がある場合には、利用者にその

趣旨（法第 37 条第１項の指定に係る居宅サービス若

しくは地域密着型サービス種類については、その変

更の申請ができることを含む。）について説明し、理

解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画

を作成する必要がある。 

 

 

      ○22  指定介護予防支援事業者との連携（第 24 号） 

        要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受

けた場合には、指定介護予防支援事業者が当該利用

者の介護予防サービス計画を作成することになるた

め、速やかに適切な介護予防サービス計画の作成に

着手できるよう、指定居宅介護支援事業所は、指定

介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報

を提供する等の連携を図ることとしたものである。

      ○23  指定介護予防支援業務の受託上限（第 25 条） 

        指定居宅介護支援事業者は、法第 115 条の 21 第３

項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者から指

定介護予防支援の業務の委託を受けることができる

が、当該委託を受けることができる利用者の数は、

常勤換算方法で算定した介護支援専門員１人につき

８人を限度とする。この場合、事業所全体でこの上

21 号） 

        指定居宅サービス事業者は、法第 73 条第２項の規

定に基づき認定審査会意見が被保険者証に記されて

いるときは、当該意見に従って、当該被保険者に当該

指定居宅サービスを提供するように努めなければな

らないこと、法第 37 条第１項の規定により居宅サー

ビスの種類が指定されたときには、当該指定されたサ

ービス以外のサービスについては保険給付が行われ

ないことから、介護支援専門員は、利用者が提示する

被保険者証にこれらの記載がある場合には、利用者に

その趣旨（法第 37 条第１項の指定に係る居宅サービ

ス種類については、その変更の申請ができることを含

む。）について説明し、理解を得た上で、その内容に

沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

限を下回っていれば、適切な範囲で、介護支援専門

員同士で役割分担を行うことは差し支えない。なお、

指定居宅介護支援事業者は、その業務量等を勘案し、

当該上限の範囲内であっても指定介護予防支援業務

を受託することによって、当該指定居宅介護支援事

業者が本来行うべき指定居宅介護支援業務の適正な

実施に影響を及ぼすことのないよう配慮しなければ

ならない。 

    (8) 法定代理受領サービスに係る報告 

      ① 基準第 14 条第１項は、居宅介護サービス費を利用

者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払うた

めの手続きとして、指定居宅介護支援事業者に、市

町村（国民健康保険団体連合会に委託している場合

にあっては当該国民健康保険連合会）に対して、居

宅サービス計画において位置付けられている指定居

宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位

置付けたものに関する情報を記載した文書（給付管

理票）を毎月提出することを義務づけたものである。

      ② 同条第２項は、指定居宅介護支援事業者が居宅サ

ービス計画に位置付けられている基準該当居宅サー

ビスに係る情報を指定居宅サービスに係る情報と合

わせて市町村（国民健康保険団体連合会に委託して

いる場合にあっては当該国民健康保険団体連合会）

に対して提供することにより、基準該当居宅サービ

スに係る特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援

サービス費の支払事務が、居宅サービス計画に位置

付けられている指定居宅サービスに係る居宅介護サ

ービス費の支払を待つことなく、これと同時並行的

に行うことができるようにするための規定である。

 

 

 

 

 

 

 

 

    (8) 法定代理受領サービスに係る報告 

      ① 基準第 14 条第１項は、居宅介護サービス費又は居

宅支援サービス費を利用者に代わり当該指定居宅サ

ービス事業者に支払うための手続きとして、指定居宅

介護支援事業者に、市町村（国民健康保険団体連合会

に委託している場合にあっては当該国民健康保険連

合会）に対して、居宅サービス計画において位置付け

られている指定居宅サービス等のうち法定代理受領

サービスとして位置付けたものに関する情報を記載

した文書（給付管理票）を毎月提出することを義務づ

けたものである。 

      ② 同条第２項は、指定居宅介護支援事業者が居宅サー

ビス計画に位置付けられている基準該当居宅サービ

スに係る情報を指定居宅サービスに係る情報と合わ

せて市町村（国民健康保険団体連合会に委託している

場合にあっては当該国民健康保険団体連合会）に対し

て提供することにより、基準該当居宅サービスに係る

特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス

費の支払事務が、居宅サービス計画に位置付けられて

いる指定居宅サービスに係る居宅介護サービス費又

は居宅支援サービス費の支払を待つことなく、これと



 

 

 

 

(9) 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

基準第 15 条は、利用者が指定居宅介護支援事業者を

変更した場合に、変更後の指定居宅介護支援事業者又

は指定介護予防支援事業者が滞りなく給付管理票の作

成・届出等の事務を行うことができるよう、指定居宅

介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者

の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用

者が要支援認定を受けた場合、その他利用者からの申

し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居

宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付

しなければならないこととしたものである。 

(10) 利用者に関する市町村への通知 

      基準第 16 条は、偽りその他不正の行為によって保険

給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為若しくは重

大な過失等により、要介護状態若しくはその原因とな

った事故を生じさせるなどした者については、市町村

が、介護保険法第 22 条第１項に基づく既に支払った保

険給付の徴収又は第64条に基づく保険給付の制限を行

うことができることに鑑み、指定居宅介護支援事業者

が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から

市町村に通知しなければならない事由を列記したもの

である。 

    (11)    （略） 

  （12）勤務体制の確保 

    基準第 19 条は、利用者に対する適切な指定居宅介護

支援の提供を確保するため、職員の勤務体制等を規定

したものであるが、次の点に留意する必要がある。 

同時並行的に行うことができるようにするための規

定である。 

    (9) 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

      基準第 15 条は、利用者が指定居宅介護支援事業者を

変更した場合に、変更後の指定居宅介護支援事業者が滞

りなく給付管理票の作成・届出等の事務を行うことがで

きるよう、指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居

宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他利用者

からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直

近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類

を交付しなければならないこととしたものである。 

 

 

  (10) 利用者に関する市町村への通知 

      基準第 16 条は、偽りその他不正の行為によって保険

給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為若しくは重

大な過失等により、要介護状態等若しくはその原因とな

った事故を生じさせるなどした者については、市町村

が、介護保険法第 22 条第１項に基づく既に支払った保

険給付の徴収又は第 64 条に基づく保険給付の制限を行

うことができることに鑑み、指定居宅介護支援事業者

が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市

町村に通知しなければならない事由を列記したもので

ある。 

    (11)     （略） 

  （12）勤務体制の確保 

    基準第 19 条は、利用者に対する適切な指定居宅介護

支援の提供を確保するため、職員の勤務体制等を規定し

たものであるが、次の点に留意する必要がある。 



 

 

   ①～②   （略） 

   ③ 同条第三項は、より適切な指定居宅介護支援を行

うために、介護支援専門員の研修の重要性について

規定したものであり、指定居宅介護支援事業者は、

介護支援専門員の資質の向上を図る研修の機会を確

保しなければならない。特に、介護支援専門員実務

研修修了後、初めて就業した介護支援専門員につい

ては、就業後 6 月から 1 年の間に都道府県等が行う

初任者向けの研修を受講する機会を確保しなければ

ならない。 

  （13）～（19）  （略） 

 

  ４ 基準該当居宅介護支援に関する基準 

    基準第１章から第３章（第 14 条並びに第 26 条第６項

及び第７項を除く。）の規定は、基準該当居宅介護支援の

事業について準用されるため、１から３まで（「基本方針」

「人員に関する基準」及び「運営に関する基準」）を参照

されたい。この場合において、準用される基準第 10 条第

１項の規定は、基準該当居宅介護支援事業者が利用者か

ら受領する利用料と、原則として特例居宅介護サービス

計画費との間に不合理な差異が生じることを禁ずること

により、基準該当居宅介護支援についても原則として利

用者負担が生じないこととする趣旨であることに留意さ

れたい。 

 

   ①～②   （略） 

   ③ 同条第三項は、より適切な指定居宅介護支援を行う

ために、介護支援専門員の研修の重要性について規定

したものであり、指定居宅介護支援事業者は、介護支

援専門員の資質の向上を図る研修の機会を確保しな

ければならない。 

 

 

 

 

  （13）～（19）  （略） 

 

  ４ 基準該当居宅介護支援に関する基準 

    基準第１章から第３章（第 14 条並びに第 26 条第６項及

び第７項を除く。）の規定は、基準該当居宅介護支援の事

業について準用されるため、１から３まで（「基本方針」

「人員に関する基準」及び「運営に関する基準」）を参照

されたい。この場合において、準用される基準第 10 条第

１項の規定は、基準該当居宅介護支援事業者が利用者から

受領する利用料と、原則として特例居宅介護サービス計画

費又は特例居宅支援サービス計画費との間に不合理な差

異が生じることを禁ずることにより、基準該当居宅介護支

援についても原則として利用者負担が生じないこととす

る趣旨であることに留意されたい。 

  
 




